
永平寺町消防本部手数料徴収条例の一部を改正する条例を次のように公布する。 

 

令和６年３月21日     

 

福井県吉田郡永平寺町長  河 合 永 充 

 

永平寺町条例第８号 

 

永平寺町消防本部手数料徴収条例の一部を改正する条例 

 

永平寺町消防本部手数料徴収条例(平成18年永平寺町条例第152号)の一部を次のように

改正する。 

 

別表第１中「 

(１) 消防法(以下

この項において

「法」という。)

第10条第１項た

だし書の規定に

よる仮に貯蔵

し、又は取り扱

う場合の承認 

 5,400円 

」を「 

(１) 消防法(以下

この表において

「法」という。)

第10条第１項た

だし書の規定に

よる仮に貯蔵

し、又は取り扱

う場合の承認 

 5,400円 

」に改め、同表(２)の部中「1,180,000円」を「1,450,000円」に、「1,410,000円」を

「1,720,000円」に、「1,590,000円」を「1,920,000円」に、「1,950,000円」を

「2,360,000円」に、「2,270,000円」を「2,740,000円」に、「4,550,000円」を

「5,640,000円」に、「5,820,000円」を「7,240,000円」に、「7,070,000円」を

「8,790,000円」に改め、同表中「 

(３) 法第11条第

１項後段の規定

による変更の許

可(以下「変更の

 (２)の区分((１)特定屋外タ

ンク貯蔵所及び準特定屋外

タンク貯蔵所(次号に掲げる

ものを除く。)屋外貯蔵タン



許可」という。) クのタンク本体並びに基礎

及び地盤(地中タンク(危険

物の規制に関する規則(昭和

34年総理府令第55号。以下

この号において「規則」と

いう。)第４条第３項第４号

に規定する地中タンクをい

う。)に係る特定屋外タンク

貯蔵所及び準特定屋外タン

ク貯蔵所にあってはタンク

本体及び地盤、海上タンク

(規則第３条第２項第１号に

規定する海上タンクをい

う。)に係る特定屋外タンク

貯蔵所及び準特定屋外タン

ク貯蔵所にあってはタンク

本体及び定置設備(規則第４

条第３項第６号の２に規定

する定置設備をいう。)(定

置設備の地盤を含む。)の変

更以外の変更に係る法第11

条第１項後段の規定に基づ

く変更の許可の申請(以下

「変更許可申請」という。)

に係る審査の場合、(２)岩

盤タンクに係る屋外タンク

貯蔵所にあっては岩盤タン

クのタンク本体の変更以外

の変更に係る変更許可申請

に係る審査の場合、(３)危

険物の規制に関する政令等

の一部を改正する政令(平成

６年政令第214号。以下この

号及び次号において「６年

政令」という。)附則第７項

に規定する旧基準の特定屋

外タンク貯蔵所(同項第１号

に掲げるものに限る。)平成

21年12月31日(その日前に当

該旧基準の特定屋外タンク



貯蔵所の構造及び設備が６

年政令附則第２項第１号に

規定する新基準(以下この号

及び次号において「６年新

基準」という。)に適合する

こととなった場合にあって

は、当該適合することとな

った日)までに行われた変更

許可申請(当該旧基準の特定

屋外タンク貯蔵所の構造及

び設備を６年新基準に適合

させるためのもの並びに規

則第20条の４第２項第３号

に定める構造を有する特定

屋外貯蔵タンクに係る特定

屋外タンク貯蔵所の浮き屋

根に係るものを除く。)に係

る審査の場合、(４)６年政

令附則第７項に規定する旧

基準の特定屋外タンク貯蔵

所(同項第２号に掲げるもの

に限る。)平成25年12月31日

(その日前に当該旧基準の特

定屋外タンク貯蔵所の構造

及び設備が６年新基準に適

合することとなった場合に

あっては、当該適合するこ

ととなった日)までに行われ

た変更許可申請(当該旧基準

の特定屋外タンク貯蔵所の

構造及び設備を６年新基準

に適合させるためのもの並

びに規則第20条の４第２項

第３号に定める構造を有す

る特定屋外貯蔵タンクに係

る特定屋外タンク貯蔵所の

浮き屋根に係るものを除

く。)に係る審査の場合、

(５)危険物の規制に関する

政令等の一部を改正する政



令(平成11年政令第３号。以

下この号において「11年政

令」という。)附則第２項に

規定する旧基準の準特定屋

外タンク貯蔵所(同項第１号

に掲げるものに限る。)平成

29年３月31日(その日前に当

該旧基準の準特定屋外タン

ク貯蔵所の構造及び設備が

11年政令附則第２項に規定

する新基準(以下この号にお

いて「11年新基準」とい

う。)に適合することとなっ

た場合にあっては、当該適

合することとなった日)まで

に行われた変更許可申請(当

該旧基準の準特定屋外タン

ク貯蔵所の構造及び設備を

11年新基準に適合させるた

めのものを除く。)に係る審

査の場合には、(２)の区分

に掲げる屋外タンク貯蔵所

(特定屋外タンク貯蔵所、準

特定屋外タンク貯蔵所及び

岩盤タンクに係る屋外タン

ク貯蔵所並びに浮き屋根式

特定屋外タンク貯蔵所を除

く。)の区分)に応じ、それ

ぞれ当該手数料の額の２分

の１の額 

」を「 

(３) 法第11条第

１項後段の規定

による変更の許

可(以下「変更の

許可」という。) 

 (２)の区分((１)特定屋外タ

ンク貯蔵所及び準特定屋外

タンク貯蔵所(次号に掲げる

ものを除く。)屋外貯蔵タン

クのタンク本体並びに基礎

及び地盤(地中タンク(危険

物の規制に関する規則(昭和

34年総理府令第55号。以下

この号において「規則」と



いう。)第４条第３項第４号

に規定する地中タンクをい

う。)に係る特定屋外タンク

貯蔵所及び準特定屋外タン

ク貯蔵所にあってはタンク

本体及び地盤、海上タンク

(規則第３条第２項第１号に

規定する海上タンクをい

う。)に係る特定屋外タンク

貯蔵所及び準特定屋外タン

ク貯蔵所にあってはタンク

本体及び定置設備(規則第４

条第３項第６号の２に規定

する定置設備をいう。)(定

置設備の地盤を含む。)の変

更以外の変更に係る法第11

条第１項後段の規定に基づ

く変更の許可の申請(以下

「変更許可申請」という。)

に係る審査の場合、(２)岩

盤タンクに係る屋外タンク

貯蔵所にあっては岩盤タン

クのタンク本体の変更以外

の変更に係る変更許可申請

に係る審査の場合、(３)危

険物の規制に関する政令等

の一部を改正する政令(平成

６年政令第214号。以下この

号及び次号において「６年

政令」という。)附則第７項

に規定する旧基準の特定屋

外タンク貯蔵所(同項第１号

に掲げるものに限る。)平成

21年12月31日(その日前に当

該旧基準の特定屋外タンク

貯蔵所の構造及び設備が６

年政令附則第２項第１号に

規定する新基準(以下この号

及び次号において「６年新

基準」という。)に適合する



こととなった場合にあって

は、当該適合することとな

った日)までに行われた変更

許可申請(当該旧基準の特定

屋外タンク貯蔵所の構造及

び設備を６年新基準に適合

させるためのもの並びに規

則第20条の４第２項第３号

に定める構造を有する特定

屋外貯蔵タンクに係る特定

屋外タンク貯蔵所の浮き屋

根に係るものを除く。)に係

る審査の場合、(４)６年政

令附則第７項に規定する旧

基準の特定屋外タンク貯蔵

所(同項第２号に掲げるもの

に限る。)平成25年12月31日

(その日前に当該旧基準の特

定屋外タンク貯蔵所の構造

及び設備が６年新基準に適

合することとなった場合に

あっては、当該適合するこ

ととなった日)までに行われ

た変更許可申請(当該旧基準

の特定屋外タンク貯蔵所の

構造及び設備を６年新基準

に適合させるためのもの並

びに規則第20条の４第２項

第３号に定める構造を有す

る特定屋外貯蔵タンクに係

る特定屋外タンク貯蔵所の

浮き屋根に係るものを除

く。)に係る審査の場合、

(５)危険物の規制に関する

政令の一部を改正する政令

(平成11年政令第３号。以下

この号において「11年政

令」という。)附則第２項に

規定する旧基準の準特定屋

外タンク貯蔵所(同項第１号



に掲げるものに限る。)平成

29年３月31日(その日前に当

該旧基準の準特定屋外タン

ク貯蔵所の構造及び設備が

11年政令附則第２項に規定

する新基準(以下この号にお

いて「11年新基準」とい

う。)に適合することとなっ

た場合にあっては、当該適

合することとなった日)まで

に行われた変更許可申請(当

該旧基準の準特定屋外タン

ク貯蔵所の構造及び設備を

11年新基準に適合させるた

めのものを除く。)に係る審

査の場合には、(２)の区分

に掲げる屋外タンク貯蔵所

(特定屋外タンク貯蔵所、準

特定屋外タンク貯蔵所及び

岩盤タンクに係る屋外タン

ク貯蔵所並びに浮き屋根式

特定屋外タンク貯蔵所を除

く。)の区分)に応じ、それ

ぞれ当該手数料の額の２分

の１の額 

」に改める。 

 

附 則 

この条例は、令和６年４月１日から施行する。 

 


